
「パートナーシップ構築宣言」とは

⚫ 「パートナーシップ構築宣言」は、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小
企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するもの。

（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携（オープンイノベーション、IT実装、グリーン化等）
（２）中小受託事業者との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守、特に、取引適正化の重点5分

野（①価格決定方法、②型管理の適正化、③現金払の原則の徹底、④知財・ノウハウの保護、⑤働き方改
革に伴うしわ寄せ防止）

⚫ 「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」（2020年5月）において、導入を決定。

２．九州各県の宣言数

発注側企業受注側企業
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価格転嫁の要望等

１．宣言のイメージ

労務費・原料価格の上昇等

望ましい取引慣行

製造業だけでなく、多様な業種に宣言いただけるものです。
部品製造委託等に限らず、社内のITシステム運用や清掃・メン
テナンス業務委託、備品調達等も含めた、幅広い委託・調達の
場面が想定されます。
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＜九州各県の「パートナーシップ構築宣言」登録状況＞

企業数※ 宣言企業数 宣言率

R3.6時点 R8.1.15時点

宮崎県 31,900 646 2.03%

福岡県 131,240 2,746 2.09%

佐賀県 22,405 372 1.66%

長崎県 38,267 1,017 2.66%

熊本県 46,830 861 1.84%

大分県 31,999 703 2.20%

鹿児島県 45,827 1,075 2.35%

沖縄県 44,424 442 0.99%

全国 3,375,255 83,919 2.49%

※中小企業白書2024  ６表_都道府県別規模別企業数（民営、非一次産業、2021年）より

　宮崎県の内訳：中小企業31,861（99.9％）（うち小規模27,508（86.2％））、大企業39（0.1％）
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